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小・中・高等学校等における教育内容としては，平成10年告示の

学習指導要領において，中学校の「技術・家庭科」及び高等学校
の「情報」の内容に「著作権」が規定された（必修化）。

その後の改訂においても，音楽や美術等の教科の「内容の取扱
い」にも著作権や知的財産に関する事柄が盛り込まれ，児童生
徒等に対する指導に当たって教員が留意することとされている。

学習指導要領



小学校学習指導要領（平成29年3月31日告示）

第1章 総則
第2 教育課程の編成

2 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成
(1) 各学校においては，児童の発達の段階を考慮し，言語能力，情報活用能力（情報モラルを含む。），問題発見・解決

能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう，各教科等の特質を生かし，教科等横断的な視
点から教育課程の編成を図るものとする。

第2章 各教科
第6節 音楽
第3 指導計画の作成と内容の取扱い

2 第2の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。
(1) 各学年の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，次のとおり取り扱うこと。

オ 表現したり鑑賞したりする多くの曲について，それらを創作した著作者がいることに気付き，学習した曲や自分たち
のつくった曲を大切にする態度を養うようにするとともに，それらの著作者の創造性を尊重する意識をもてるようにす
ること。また，このことが，音楽文化の継承，発展，創造を支えていることについて理解する素地となるよう配慮するこ
と。

第3章 特別の教科道徳
第3 指導計画の作成と内容の取扱い

2 第2の内容の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
(6) 児童の発達の段階や特性等を考慮し，第2に示す内容との関連を踏まえつつ，情報モラルに関する指導を充実するこ

と。また，児童の発達の段階や特性等を考慮し，例えば，社会の持続可能な発展などの現代的な課題の取扱いにも留
意し，身近な社会的課題を自分との関係において考え，それらの解決に寄与しようとする意欲や態度を育てるよう努め
ること。なお，多様な見方や考え方のできる事柄について，特定の見方や考え方に偏った指導を行うことのないようにす
ること。 3



中学校学習指導要領（平成29年3月31日告示）

第8節 技術・家庭
第2 各分野の目標及び内容
〔技術分野〕

2 内容
Ｄ 情報の技術
(1) 生活や社会を支える情報の技術について調べる活動などを通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 情報の表現，記録，計算，通信の特性等の原理・法則と，情報のデジタル化や処理の自動化，システム化，情報セ
キュリティ等に関わる基礎的な技術の仕組み及び情報モラルの必要性について理解すること。

3 内容の取扱い
(4) 内容の「Ｄ情報の技術」については，次のとおり取り扱うものとする。

ア (1)については，情報のデジタル化の方法と情報の量，著作権を含めた知的財産権，発信した情報に対する責任，及
び社会におけるサイバーセキュリティが重要であることについても扱うこと。

イ (2)については，コンテンツに用いる各種メディアの基本的な特徴や，個人情報の保護の必要性についても扱うこと。
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学習指導要領（告示）における記述は，学習指導要領の
各教科ごとの解説書において，中央教育審議会等にお
ける審議の経過等を踏まえて説明される。

右の例は，「中学校学習指導要領解説 音楽編」の一部。

学習指導要領解説

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm
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文部科学省が平成22年10月に作成した「教育の情報化

に関する手引」において，右のように説明されており，著
作権教育はその一部と位置づけられるようになっている。

情報モラル教育

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
zyouhou/1259413.htm
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毎年度，文化庁が小・中・高等学校等の教員を対象とし
た著作権研修を開催している。

内容は，専門家による講演，著作権制度の概論及び各
論により構成されている。

教員研修

各都道府県教育委員会等においても，「情報リーダー育
成研修」「情報モラル教育に関する研修」「初任者研修」
「ミドルリーダー研修」等の一部として著作権に関する内
容を取り入れた研修を開催している。

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seminar/
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文化庁では，学校種別のWeb教材
を開発し，文化庁のWebサイトから
提供している。

教材

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html
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著作権情報センター及び日本教育情報化振興
会では，過去3回にわたり「学校における著作権

教育に関するアンケート」を実施し，その結果を
Webサイトで公表している。

アンケート調査

https://www.japet.or.jp/Comissioned/copyright/
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